
議案第５３号 
 
 
 
 
 
 

１ 議案名  

徳島県立高等学校総合寄宿舎管理規則の一部を改正する規則 

について 

 

２ 提案理由  

徳島県立高等学校総合寄宿舎の増設等に伴い、当該寄宿舎の 

定員を改める等の必要がある。 

 

３ 関係法規  

徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する条例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校教育課 



徳島県立高等学校総合寄宿舎管理規則の一部改正について

学校教育課

１ 規則改正の理由

徳島県立阿南寮の増設に伴い、当該寄宿舎の定員を改めるとともに、徳島県立三好池

田寮の新設に伴い、当該寄宿舎の定員を定める必要がある。

２ 規則改正の概要

（１）徳島県立阿南寮の定員を「９０人以内」に改める。（現行：５０人以内）

（２）徳島県立三好池田寮の定員を「７０人以内」とする。

３ 施行期日（等）

令和６年４月１日

ただし、２（２）については、徳島県立高等学校総合寄宿舎の設置及び管理に関する

条例の一部を改正する条例（令和六年徳島県条例第●●号）の施行の日
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